
○
人
事
委
員
会
規
則

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
九

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三
項
又
は
第
四
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
の
制
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
七

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

職
員
（
次
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
は
除
く
。
）
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
、
そ
の
者
に
係

る
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
、
第
三
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
そ
の
者
に
係
る
別
表
第
一
の
下
欄
に

掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
三
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時

間
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条

第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

二

育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）

職

員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間

条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）

三

育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五

年
大
分
県
条
例
第
四
十
二
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第

四
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

４

前
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
額
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表

並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
給
に
応
じ
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
百
分
の
四
・
五
を

超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級

に
応
じ
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
額

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
に
応
じ
た
別

表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
額

５

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
が
給
料
月
額
の

令

和

五

年

号

外

一

一
月
十
三
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

�
�

�
�

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一



百
分
の
二
十
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
給
料
の
調
整
額
と
す

る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
並
び
に
第
四
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
数
を
も
つ
て
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
額
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

又
は
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、

「
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
額
」
及
び
「
、
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
つ
て
は
そ

の
額
に
算
出
率
を
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
額
）
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
端
数
計
算
）

第
十
五
条
の
五

条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
及
び
条
例
第
十
六
条
か
ら
第

十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤
務
一
時
間
に
つ
き
支
給
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
又
は
夜

間
勤
務
手
当
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

管
理
監
督
職
員
（
条
例
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

う
ち
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
も
の

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
額

イ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
一
種
で
あ
る
職
員

一
万
二
千
円

ロ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
二
種
で
あ
る
職
員

一
万
千
円

ハ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
三
種
で
あ
る
職
員

一
万
円

ニ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
四
種
で
あ
る
職
員

九
千
円

ホ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
五
種
で
あ
る
職
員

八
千
五
百
円

ヘ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
六
種
で
あ
る
職
員

八
千
円

ト

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
七
種
で
あ
る
職
員

八
千
円

チ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
八
種
で
あ
る
職
員

六
千
円

リ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
九
種
で
あ
る
職
員

六
千
円

ヌ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
十
種
で
あ
る
職
員

四
千
円

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
管
理
監
督
職
員

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
一
種
で
あ
る
職
員

一
万
千
円

ロ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
二
種
で
あ
る
職
員

一
万
円

ハ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
三
種
で
あ
る
職
員

九
千
円

ニ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
四
種
で
あ
る
職
員

八
千
円

ホ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
五
種
で
あ
る
職
員

七
千
五
百
円

ヘ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
六
種
で
あ
る
職
員

七
千
円

ト

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
七
種
で
あ
る
職
員

七
千
円

チ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
八
種
で
あ
る
職
員

五
千
円

リ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
九
種
で
あ
る
職
員

五
千
円

ヌ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
十
種
で
あ
る
職
員

三
千
円

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
三
号
と
し
、
第
十
二
号

か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
管
理
監
督
職
員

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
一
種
で
あ
る
職
員

六
千
円

ロ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
二
種
で
あ
る
職
員

五
千
五
百
円

ハ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
三
種
で
あ
る
職
員

五
千
円

ニ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
四
種
で
あ
る
職
員

四
千
五
百
円

ホ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
五
種
で
あ
る
職
員

四
千
三
百
円

ヘ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
六
種
で
あ
る
職
員

四
千
円

ト

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
七
種
で
あ
る
職
員

四
千
円

チ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
八
種
で
あ
る
職
員

三
千
円

リ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
九
種
で
あ
る
職
員

三
千
円

ヌ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
十
種
で
あ
る
職
員

二
千
円

二

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
管
理
監
督
職
員

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
一
種
で
あ
る
職
員

五
千
五
百
円

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

二



調
整

基
本

額

５，６００円

６，５００円

７，７００円

８，２００円

８，７００円

９，５００円

１０，７００円

１１，７００円

１３，２００円

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

調
整

基
本

額

８，９００円

１０，２００円

１１，８００円

１４，０００円

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

調
整

基
本

額

５，７００円

６，５００円

７，３００円

７，７００円

８，５００円

９，７００円

１１，０００円

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

ロ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
二
種
で
あ
る
職
員

五
千
円

ハ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
三
種
で
あ
る
職
員

四
千
五
百
円

ニ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
四
種
で
あ
る
職
員

四
千
円

ホ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
五
種
で
あ
る
職
員

三
千
八
百
円

ヘ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
六
種
で
あ
る
職
員

三
千
五
百
円

ト

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
七
種
で
あ
る
職
員

三
千
五
百
円

チ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
八
種
で
あ
る
職
員

二
千
五
百
円

リ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
九
種
で
あ
る
職
員

二
千
五
百
円

ヌ

別
表
第
三
に
掲
げ
る
区
分
が
十
種
で
あ
る
職
員

千
五
百
円

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
等
）
」
を
付
す
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
三
項
を

加
え
る
。

（
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
特
例
）

３

条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
第

一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
第
六
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
応
じ
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以

上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
掲
げ

る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に

切
り
上
げ
た
額
）
」
と
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
第

一
項
中
「
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
額
に
、
五
十

円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

４

条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
監
視
長
、
監
視
、
港
湾
監
視
、
土
木

巡
視
、
労
務
技
師
及
び
業
務
技
師
並
び
に
農
務
技
師
、
用
務
員
、
調
理
員
及
び
介
助
員
と
す
る
。

（
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
へ
の
通
知
）

５

任
命
権
者
は
、
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
給
料
月
額
が
異
動
す
る
こ
と
と
な
つ
た

職
員
に
対
し
て
は
、
人
事
異
動
通
知
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ

と
と
す
る
。

附
則
第
七
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
給
料
の
調
整
額
調
整
基
本
額
表
（
第
六
条
関
係
）

イ
行
政
職
給
料
表

ロ
医
療
職
給
料
表
（
一
）

ハ
医
療
職
給
料
表
（
二
）

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

三



調
整

基
本

額

６，５００円

６，６００円

７，５００円

８，４００円

９，６００円

１０，５００円

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

調
整

基
本

額

７，０００円

８，２００円

９，１００円

９，９００円
（
条
例
別
表
第
六
イ
の
備
考
（
二
）
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
１０，２００

円
）

１２，５００円

職
務
の
級

１
級

２
級

特
２
級

３
級

４
級

調
整

基
本

額

６，８００円

８，１００円

８，９００円

９，７００円
（
条
例
別
表
第
六
ロ
の
備
考
（
二
）
に
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
１０，０００

円
）

１２，２００円

職
務
の
級

１
級

２
級

特
２
級

３
級

４
級

ニ
海
事
職
給
料
表

ホ
教
育
職
給
料
表
（
一
）

ヘ
教
育
職
給
料
表
（
二
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
職
員
に
係
る
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
以
下

「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
四
項
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
三

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
第
三
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
二
十
条
の
二
の

規
定
を
適
用
す
る
。

４

暫
定
再
任
用
職
員
（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
改

正
後
の
規
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
別
表
第
四
」
と
あ
る
の

は
、
「
別
表
第
五
」
と
す
る
。

５

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
五
項
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

６

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
給

料
の
調
整
を
行
う
職
（
次
項
に
お
い
て
「
給
料
の
調
整
額
適
用
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
令
和
四
年
改

正
条
例
附
則
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
暫
定
再
任

用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
職
に
係
る
令
和
四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
年
齢

（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
っ
て
は
、
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十

四
項
に
規
定
す
る
年
齢
）
に
達
し
た
日
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
前
で
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
に
係
る
調
整
基
本
額
が
経
過
措
置
基
準
額
に
達
し
な
い

こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条
並
び
に
こ
の
規
則
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
給
料
の
調
整
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
に
当
該
職
員
に
係
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
同
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
数
を
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
同
号
で
定
め
る
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
給
料
の
調
整
額
の
合
計
が
給
料
月
額
の
百
分
の
二
十
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給

料
月
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

四
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切
り
捨
て
た
額
）
を
給
料
の
調
整
額
と
し
て
支
給
す
る
。

７

前
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
基
準
額
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
を
い
う
。

一

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
、
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
（
施
行
日
前

に
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
職
員
で
あ
っ

て
、
施
行
日
に
お
い
て
引
き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
と
な
り
、

か
つ
、
施
行
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
（
第
三
号
に

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
調
整
基
本
額

二

施
行
日
以
後
に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
暫
定
再
任
用
職
員

（
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

施
行
日
の
前
日
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
旧
地
公
法

再
任
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
令
和
四
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い

う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
を
基
礎
と
し
て
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な

ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

三

施
行
日
以
後
に
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
定
暫
定
再
任
用
職
員
（
給
料
の
調

整
額
適
用
職
以
外
の
職
を
占
め
る
職
員
と
し
て
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後

に
新
た
に
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
を
含
む
。
）

施
行
日
の
前
日
に
お

い
て
、
給
料
の
調
整
額
適
用
職
を
占
め
る
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
、
か
つ
、
同
日
に
当

該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
二
回
以
上
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
場
合
に
順
次
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し

た
場
合
）
に
、
改
正
前
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
そ
の

者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
を
基
礎
と
し
て
改
正
前
の
規
則
第
六
条
第
二
項

の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
調
整
基
本
額

イ

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
し
た
場
合

ロ

職
員
の
職
務
の
級
を
施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
同
一

の
給
料
表
の
職
務
の
級
に
変
更
し
た
場
合
（
同
日
に
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
で
な
か
っ
た
者
に
あ
っ

て
は
同
日
に
旧
地
公
法
再
任
用
職
員
に
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
同
日
後
に
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
し
た
者
に
あ
っ
て
は
同
日
に
イ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
し
た
場
合
に
、
そ

れ
ぞ
れ
改
正
前
の
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
人
事
委
員
会
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
そ
の
者
に

適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
同
一
の
給
料
表
の
職
務
の
級
に
変
更

し
た
場
合
）

（
雑
則
）

８

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
及
び
「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り

勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
再
任

用
」
を
「
定
年
前
再
任
用
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
再
任
用
」
を
「
定
年
前
再
任
用
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
」
に
改

め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則

第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
）
の
う
ち
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又

は
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
十
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る

常
例
に
あ
る
も
の
は
、
給
与
条
例
第
十
三
条
の
六
第
四
項
の
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
を
支

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

五
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給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

と
す
る
。

一

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
旧
地
方
公
務
員
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
旧
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
三

又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た

日
及
び
旧
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
令
和
四

年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含

む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

二

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
退
職
し
た
日
（
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則

第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

３

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
の

翌
日
に
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
改
正
後

の
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職

し
た
日
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第

二
十
七
号
）
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
を
含

む
。
）
」
と
す
る
。

（
雑
則
）

４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
。

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
）

２

条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
別
表
」
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
附
則
別
表
を
加
え
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

六



第２条第３項の職

を占める職員

円

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

３１，５００

２８，０００

２４，５００

２１，０００

１７，５００

１４，７００

１１，９００

９，１００

６，３００

３，５００

第２条第２項の職

を占める職員

円

３５，６００

３５，６００

３５，６００

３５，６００

３５，６００

３５，６００

３４，３００

３３，０００

３１，８００

３０，５００

２９，３００

２８，０００

２６，７００

２５，５００

２４，５００

２３，５００

２２，５００

２１，６００

２０，６００

１９，６００

１８，６００

１８，２００

１７，８００

１７，１００

１６，７００

１６，２００

１５，８００

１５，４００

１４，８００

１４，６００

１４，４００

１３，９００

１３，３００

１２，７００

１２，２００

第２条第１項第２

号の職を占める職

員

円

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１６，０００

２１３，７００

２１１，４００

２０９，１００

２０６，８００

２０４，５００

１９４，８００

１８５，０００

１７５，６００

１６５，８００

１５６，２００

１４３，９００

１３２，０００

１１９，８００

１０７，５００

９４，９００

８２，１００

６９，６００

５１，４００

３４，４００

第２条第１項第１

号の職を占める職

員

円

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５８，２００

２５５，４００

２５２，６００

２４９，８００

２４７，０００

２４４，２００

２３２，３００

２２０，３００

２０８，６００

１９６，８００

１８４，９００

１７０，４００

１５６，１００

１４１，８００

１２７，３００

１１１，９００

９６，６００

８１，４００

５９，１００

３８，２００

職員の区分

期間の区分

１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

５年以上６年未満

６年以上７年未満

７年以上８年未満

８年以上９年未満

９年以上１０年未満

１０年以上１１年未満

１１年以上１２年未満

１２年以上１３年未満

１３年以上１４年未満

１４年以上１５年未満

１５年以上１６年未満

１６年以上１７年未満

１７年以上１８年未満

１８年以上１９年未満

１９年以上２０年未満

２０年以上２１年未満

２１年以上２２年未満

２２年以上２３年未満

２３年以上２４年未満

２４年以上２５年未満

２５年以上２６年未満

２６年以上２７年未満

２７年以上２８年未満

２８年以上２９年未満

２９年以上３０年未満

３０年以上３１年未満

３１年以上３２年未満

３２年以上３３年未満

３３年以上３４年未満

３４年以上３５年未満

附則別表（附則第２項関係）

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を

「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
（
以
下
「
高
齢
者
部

分
休
業
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
期

間
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
期
間

第
十
四
条
及
び
別
表
第
一
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項
又
は

第
九
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
三
号
に
規

定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

暫
定
再
任
用
職
員
（
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
）

は
、
改
正
後
の
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の

第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
四
条
並
び
に
別
表
第
一
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。

教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
附
則
第
八
項
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
）
は
、
改
正
後
の
第
二
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
第

二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

八
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職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

（
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
特
例
）

２

条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
同
条
各
号
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
改
正
後
の
第
四
条
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
同
条
並
び
に
改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
を
適
用
す

る
。

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
分

県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第

三
十
九
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を

「
第
十
四
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
一
般
の
派
遣
職
員
の
給
与
）

２

一
般
の
派
遣
職
員
が
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
分
の
間
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
日
を
派
遣
の
期
間
の
初
日
の
前
日
と
み

な
し
て
、
第
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
給
与
の
支
給
割
合
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
当
該
派
遣
の
期
間
の
初
日
（
以
下
「
派
遣
の
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
」
と
あ

る
の
は
「
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
特
定
日
」

と
い
う
。
）
」
と
、
「
派
遣
の
日
の
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
日
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
」
と
、
「
派
遣
の
日
の
前
日
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
日
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
前
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
派
遣
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
日
」
と
、
「
前
各
項
」
と
あ
る

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

九
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の
は
「
第
三
項
並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
二
項
」

と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
又
は
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
第
一
項
又
は
前
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
一
項
及
び
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
又
は
前
二
項
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
イ
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
及
び
「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤

務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
再
任
用
」

を
「
定
年
前
再
任
用
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
再
任
用
」
を
「
定
年
前
再
任
用
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た

職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
事
由
の
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
の
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に

通
勤
す
る
こ
と
が
同
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う

ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
暫
定
再
任
用
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改

正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
を
い
う
。
）
は
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
三
条
の
七
第
三
項
の
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
と
す
る
。

一

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
旧
地
方
公
務
員
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日
（
旧
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
三

又
は
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た

日
及
び
旧
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
令
和
四

年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含

む
。
）
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

二

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
（
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新
地
方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
退
職
し
た
日
（
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
令
和
四
年
改
正
条
例
附
則

第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を
含
む
。
）
の
翌
日
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
。

３

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
の

翌
日
に
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
改
正
後

の
第
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
退
職
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
退
職
し
た
日

（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七

号
）
附
則
第
六
項
又
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
を
含
む
。
）
」
と
す

る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
第
五
条
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
採
用
を
さ
れ
た
職
員
に
つ
い

て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
雑
則
）

５

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が

定
め
る
。

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
〇
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規
則

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
大
分
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
規
則

本
則
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
七
条
の
二
」
を
「
第
七
条
第
九
項
」
に
改
め
、
本
則
第
二
号

中
「
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
」
の
下
に
「
（
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
、
第
六
項
若
し
く
は
第
九
項
」
を
「
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

（
経
過
措
置
）

２

育
児
休
業
条
例
附
則
第
五
項
（
育
児
休
業
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
育
児
休

業
条
例
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
条
例

附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
職
員
の
給
料
月
額
と
す
る
。

一

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
四

項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
）

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
六
項

二

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員

令
和
四
年
改
正
条
例
附
則
第
二
十
五
項
（
職
員
の

給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
令
和
四
年

改
正
条
例
附
則
第
二
十
四
項

（
雑
則
）

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定

め
る
。

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
か
ら
の
苦
情
相
談
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
四
又
は
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
「
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
作
成
し
、
」
の
下
に
「
毎
年
、
苦
情
相
談
の
概
要
を
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
の
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
号
中
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
附
則
第

五
項
、
第
六
項
、
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
」
と
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三
項
又
は
第
四
十
四
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三
項
又
は
第
四
十

四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
一



「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三
項
又
は
第
四
十
四
項
の
規
定

に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一

管
理
監
督
職

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
い
う
。

二

異
動
期
間

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
大
分
県
条
例
第
十
三
号
。
以
下
「
定

年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
か
ら
同
条
第
四
項
ま
で
の
規
定

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ

た
職
員
で
あ
っ
て
、
給
与
条
例
附
則
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
異
動
日
（
以
下
「
異
動
日
」
と
い

う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
（
定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
第
三
項
特

例
任
用
職
員
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占

め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
た
も
の
を
い
う
。

四

特
定
日

給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
日
を
い
う
。

五

降
格

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
大
分
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
初
任
給
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
降
格
の
う
ち
、

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
伴
う
も
の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

六

初
任
給
基
準
異
動

給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
の
給
料
表
（
以
下
「
給
料
表
」
と
い
う
。
）
の
適
用

を
異
に
し
な
い
初
任
給
規
則
別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
（
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て

「
初
任
給
基
準
表
」
と
い
う
。
）
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職
務
へ
の
異

動
を
い
う
。

七

給
料
表
異
動

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
を
い
う
。

八

降
号

初
任
給
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
降
号
を
い
う
。

九

上
限
額

給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号

給
の
給
料
月
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
（
以
下
「
育

児
短
時
間
勤
務
等
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
職
員
の
休
日
休

暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
三
十
五
号
。
以
下
「
職
員
勤
務

時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
五

条
第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
）
を
い
う
。

十

そ
の
者
の
号
給
等

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号
給
を
い
う
。

（
給
与
条
例
附
則
第
三
十
九
項
及
び
第
四
十
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
三
条

給
与
条
例
附
則
第
三
十
九
項
及
び
第
四
十
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

一

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降
任

等
職
員
を
除
く
。
）
又
は
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
職
員

イ

異
動
日
又
は
給
与
条
例
附
則
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
任
命
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
任
命
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
職
員

ロ

異
動
日
又
は
任
命
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
又
は
降
号
を
し
た
職
員

ハ

異
動
日
又
は
任
命
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日
又
は
任
命
日
以

後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を

除
く
。
）

ニ

異
動
日
又
は
任
命
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人

事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

二

異
動
日
又
は
任
命
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額

改
定
（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条
例
に
よ
る
改
定
に
よ

り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が
増
額
さ
れ
、
又
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
さ
れ
た
職
員

（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支

給
）

第
四
条

法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
（
特
例
任
用
後
降

任
等
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
り
、
特
定
日
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
特
定
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
に

あ
っ
て
は
、
特
定
日
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
特
定
日
に
同
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
二



給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
職

員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
第
四
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以
上

の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
を
除

く
。
）
に
は
、
特
定
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
、
第
四
条
基
礎
給
料
月
額
と

特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し

て
支
給
す
る
。

一

異
動
日
以
後
に
給
料
表
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
（
以
下
「
給
料
表
異
動
等
」
と
い
う
。
）
を
し

た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
っ
た
も

の
と
し
た
場
合
（
給
料
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
日
に
そ
れ
ら
の
給
料
表

異
動
等
が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
）
に
同
日
に
お
い
て
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

異
動
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
又
は
降
号
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除

く
。
）

異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
か
ら
、
当
該
降
格
又
は
降
号
を
し
た

日
に
当
該
降
格
又
は
降
号
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月

額
に
相
当
す
る
額
と
当
該
降
格
又
は
降
号
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
と
の
差
額

（
降
格
又
は
降
号
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
を
合
算
し
た
額
）
に

相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

三

異
動
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
異
動
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を

開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

イ

特
定
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給

等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円

に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

四

異
動
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定

め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

五

異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ

た
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ

る
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
四
条
基
礎
給
料
月
額

と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職

員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
四

条
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給
料

表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
前
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る

額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
五
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
（
定
年
条
例
第
九
条
第
一
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
異
動
期
間
の
延
長
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
異
動
期
間
の
末
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
異
動
日
に

給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
異
動
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮

定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額

に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に

百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
第
五
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
次
条
第
一
項
各
号
、

第
三
項
及
び
第
四
項
に
該
当
す
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
、
第
五
条
基
礎
給
料
月
額
と
異

動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て

支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
五
条
基
礎
給
料
月
額

と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。
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第
六
条

特
例
任
用
後
降
任
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
り
、
異
動
日
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
異
動
日
後
に
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る

職
員
と
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
異
動
日
に
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に

異
動
日
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
異
動
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

（
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と

き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た

額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
六
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員

（
次
の
各
号
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
は
、
異
動
日
以
後
の
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
、
第

六
条
基
礎
給
料
月
額
と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
等
が
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
当
該
給

料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定
め
が
引
き
続

き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
（
給
料
表
異
動
等
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
仮

定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
が
順
次
あ
り
、
同
日
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で

こ
れ
ら
の
給
料
表
異
動
等
後
に
適
用
さ
れ
て
い
る
給
料
表
及
び
初
任
給
基
準
表
に
お
け
る
初
任
給
の
定

め
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
）
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料

月
額
に
相
当
す
る
額
（
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々

日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
降
号
を
し
た
職
員
（
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員

を
除
く
。
）

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の

前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も

多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
か
ら
、
当
該
降
格

又
は
降
号
を
し
た
日
に
当
該
降
格
又
は
降
号
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に

対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
と
当
該
降
格
又
は
降
号
後
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料

月
額
と
の
差
額
（
降
格
又
は
降
号
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
該
差
額
を
合

算
し
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

イ

異
動
日
以
後
に
現
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給

等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の

者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち

最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

ロ

イ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額

（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る

給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相

当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事

委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

五

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額

改
定
を
さ
れ
た
職
員

異
動
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月

額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
異
動
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者

の
号
給
等
に
対
応
す
る
異
動
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い

給
料
月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ

て
得
た
額

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六
条
基
礎
給
料
月
額

と
異
動
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
職

員
に
該
当
す
る
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
は
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
六

条
基
礎
給
料
月
額
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
異
動
日
の
給
料

表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
（
前
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
四



額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

（
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の

支
給
）

第
七
条

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
（
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
転

任
に
伴
う
給
料
表
異
動
の
う
ち
、
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日

に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
る
場
合
の

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
職
員
（
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は

第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
（
当
該
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
日
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各

号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定
日
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職

員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
降
任
等
相
当
転

任
日
の
前
日
に
降
任
等
相
当
転
任
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
た
場
合

に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該

額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
七
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い

う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
特
定
日
以
後
、
第
七
条
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月

額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
条
基
礎
給
料
月
額

と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。

３

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改

定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第

七
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に

掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
給
与
条

例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

二

降
任
等
相
当
転
任
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
又
は
降
号
を
し
た
職
員

三

降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
（
降
任
等
相
当
転
任
日
以
後

に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
特
定
日
前
に
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員
を
除

く
。
）

四

降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事

委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

第
八
条

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員

で
あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
降
任
等
相
当
転
任
日
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
転
任
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
降
任

等
相
当
転
任
日
の
前
日
に
降
任
等
相
当
転
任
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と

し
た
場
合
の
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
の
適
用
を
受
け
、
同
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日

ま
で
当
該
給
料
表
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か

ら
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り

も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
八
条

基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
降
任
等
相
当
転
任
日
以
後
、
第
八

条
基
礎
給
料
月
額
と
転
任
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規

定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
八
条
基
礎
給
料
月
額

と
転
任
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。

３

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
増
額
改
定

又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
る
第
八
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い
て
降
任
等
相
当
転
任
日
の

給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
か
ら
降
任
等
相
当
給
料
表
異
動
を
し
た
職
員
で

あ
っ
て
、
降
任
等
相
当
転
任
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条

例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会

の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
五



し
て
支
給
す
る
。

一

降
任
等
相
当
転
任
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
降
任
等
相
当
転
任
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
第
三

項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
降
号
を
し
た
職
員

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事

委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
九
条

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
（
第
三
項
特
例
任
用
職
員
の
う
ち
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
法
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
、
降
格
（
初
任
給
規
則
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
さ
れ
た
職
員

又
は
給
料
表
異
動
に
よ
り
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料

表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
っ
た
職
員
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職

員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上

百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
九
条

基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と

な
っ
た
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る

日
の
前
日
ま
で
の
間
、
第
九
条
基
礎
給
料
月
額
と
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額

を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
の
そ
の
者
の

号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と

な
っ
た
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
多
い
給
料

月
額
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
額

二

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
給
料
表
異
動
（
当
該
給
料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料

表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の

級
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
職
員

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
に
特
例

任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
へ
の
給
料

表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
の
そ
の
者
の

号
給
等
に
対
応
す
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
（
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
に
当
該
給
料
表
異
動
が

あ
り
、
同
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
当
該
給
料
表
異
動
後
に
適
用

さ
れ
て
い
る
給
料
表
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前

日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
前
々
日
ま
で
の
間
の
そ
の
者
の
号
給
等
に
対
応
す

る
給
料
月
額
に
、
こ
れ
よ
り
も
多
い
給
料
月
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
最
も
多
い
給
料
月
額
に
相

当
す
る
額
）
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
条
基
礎
給
料
月
額

と
降
格
等
相
当
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と

の
差
額
」
と
す
る
。

３

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給

料
月
額
が
増
額
改
定
又
は
減
額
改
定
を
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
九
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に
つ
い

て
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、

算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
で
あ
っ
て
、
仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ

の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
を
、
給
与
条
例
附

則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
他

の
職
へ
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
を
さ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
初
任
給
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
昇
格
を
し
た
職
員

二

特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
給
料
表
異
動
等
（
給
料
表
異
動
の
う
ち
、
当
該
給

料
表
異
動
後
の
職
員
の
職
務
の
級
が
当
該
給
料
表
異
動
の
前
日
に
給
料
表
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た

場
合
の
職
員
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
と
な
る
場
合
の
も
の
を
除
く
。
）
を
し
た
職
員

三

仮
定
異
動
期
間
末
日
か
ら
特
例
任
用
期
間
降
格
等
職
員
と
な
っ
た
日
ま
で
の
間
に
降
格
（
初
任
給
規

則
第
二
十
三
条
第
三
項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
降
号
を
し
た
職
員

四

仮
定
異
動
期
間
末
日
の
前
日
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

五

仮
定
異
動
期
間
末
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員
又
は
人
事

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
六
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委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
人
事
交
流
等
職
員
に
対
す
る
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
）

第
十
条

初
任
給
規
則
第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
管
理
監
督
職
以

外
の
職
に
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
事
交
流
等
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
人
事

交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
異
動
日
と
み
な
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
み
な
し
異
動
日
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か

ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
特
定

日
に
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
（
人
事
交
流
等
職
員
と

な
っ
た
日
が
六
十
歳
（
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
大

分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
定
年
条
例
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に

あ
っ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
仮
定

特
定
日
」
と
い
う
。
）
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
に
職
員
で
あ
っ
た
も
の
と
し
て
給
与
条
例
附
則

第
三
十
七
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
仮
定
特
定
日
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額

に
相
当
す
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
み
な
し
異
動
日
の
前
日

に
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
職
員
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額
に
百

分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
第
十
条
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
に
は
、
人
事
交
流
等
職
員
と

な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定
日
）
以
後
、
第
十
条
基
礎

給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が

上
限
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
十
条
基
礎
給
料
月
額

と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
上
限
額
と
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
と
の
差

額
」
と
す
る
。

３

給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
の
制
定
に
よ
り
、
み
な
し
異
動
日
の
前
日
か
ら
特
定
日
（
人
事
交
流
等

職
員
と
な
っ
た
日
が
仮
定
特
定
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
仮
定
特
定
日
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ま
で
の
間
の
給
料
表
の
給
料
月
額
が
改
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

人
事
交
流
等
職
員
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第
十
条
基
礎
給
料
月
額
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
月
額
に

つ
い
て
特
定
日
の
給
料
表
の
給
料
月
額
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額
を
用
い
て
、
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

人
事
交
流
等
職
員
の
う
ち
み
な
し
異
動
日
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら

引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
条
例
附
則
第
三
十
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
以
後
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る

額
を
、
給
与
条
例
附
則
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

か
つ
て
第
一
項
特
例
任
用
職
員
又
は
第
三
項
特
例
任
用
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
者
で
、
人
事
交

流
等
に
よ
り
引
き
続
い
て
初
任
給
規
則
第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
者
と
な
り
引
き
続
い
て
人
事
交
流
等

職
員
と
な
っ
た
も
の
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
後
に
給
料
表
異
動
等
を
し
た
職
員

三

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
か
ら
特
定
日
ま
で
の
間
に
降
格
又
は
降
号
を
し
た
職
員

四

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
（
特
定
日
前
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
特
定

日
）
以
後
に
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員

五

人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
後
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
職
員

（
こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置
）

第
十
一
条

給
与
条
例
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三
項
又
は
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
の
支
給
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
条
例
附
則
第
三
十
九
項
、
第
四
十
一
項
、
第
四
十
三

項
又
は
第
四
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長

石

井

久

子

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
二
十
六

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
職
員
の
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
七



（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
二
条

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
書
面
に
よ
り
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日

の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
年
齢
に
達
し
た
日
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
期

間
が
一
月
に
満
た
な
い
職
員
が
、
基
準
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
内
の
日
か
ら
高
齢
者
部
分

休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

速
や
か
に
当
該
申
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
給
与
の
減
額
）

第
三
条

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
勤
務
し
な
か
っ
た
時
間
数
は
、
そ
の
給
与
期
間
（
職
員
の
給
与
の
支
給

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
。
第
三
項
に
お
い
て
「
給
与
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
期
間
を
い
う
。
）
の
全
時
間
数
に
よ
っ
て
計
算
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
時
間
数
に
一
時
間
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
が
三
十
分
以
上
の
と

き
は
一
時
間
と
し
、
三
十
分
未
満
の
と
き
は
切
り
捨
て
る
。

２

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
当
の
月
額
は
、
特
殊
勤
務
手
当
（
手
当
の
額

が
月
額
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

３

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
給
与
規
則
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
時
間
と
す
る
。

４

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
給
与
の
支
給
に
当
た
っ
て
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
る
額
を
算
定
す
る
場
合
に

お
い
て
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
休
業
時
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

第
四
条

第
二
条
本
文
の
規
定
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
休
業
時
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
承
認
の
取
消
し
又
は
休
業
時
間
の
短
縮
の
同
意
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
休
業
時
間
を
短
縮
す
る
場
合
は
、

書
面
に
よ
り
、
当
該
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
齢
者
部
分
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
任
命
権
者
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
三
日

大
分
県
報
号
外
（
人
事
委
規
則
）

一
八


